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最
低
賃
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

最
低
賃
金
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
換
算

賃
金
が
時
間
以
外
の
期
間
等
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
賃
金
が
支
払
わ
れ
る
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
次

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
賃
金
を
時
間
に
つ
い
て
の
金
額
に
換
算
し
て
、
法
第
四
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

一

日
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
賃
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
額
を
一
日
の
所
定
労
働
時
間
数
（
日
に
よ
っ
て
所
定
労
働
時
間

数
が
異
な
る
場
合
に
は
、
一
週
間
に
お
け
る
一
日
平
均
所
定
労
働
時
間
数
）
で
除
し
た
金
額

二

週
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
賃
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
額
を
週
に
お
け
る
所
定
労
働
時
間
数
（
週
に
よ
っ
て
所
定
労
働

時
間
数
が
異
な
る
場
合
に
は
、
四
週
間
に
お
け
る
一
週
平
均
所
定
労
働
時
間
数
）
で
除
し
た
金
額

三

月
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
賃
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
額
を
月
に
お
け
る
所
定
労
働
時
間
数
（
月
に
よ
っ
て
所
定
労
働

時
間
数
が
異
な
る
場
合
に
は
、
一
年
間
に
お
け
る
一
月
平
均
所
定
労
働
時
間
数
）
で
除
し
た
金
額

四

時
間
、
日
、
週
又
は
月
以
外
の
一
定
の
期
間
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
賃
金
に
つ
い
て
は
、
一
か
ら
三
ま
で
に
準
じ
て
算

定
し
た
金
額

別
紙



五

出
来
高
払
制
そ
の
他
の
請
負
制
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
賃
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
賃
金
算
定
期
間
（
賃
金
締
切
日
が
あ

る
場
合
に
は
、
賃
金
締
切
期
間
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
出
来
高
払
制
そ
の
他
の
請
負
制
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
た
賃
金

の
総
額
を
、
当
該
賃
金
算
定
期
間
に
お
い
て
出
来
高
払
制
そ
の
他
の
請
負
制
に
よ
っ
て
労
働
し
た
総
労
働
時
間
数
で
除
し

た
金
額

第
二

最
低
賃
金
の
減
額
の
特
例

法
第
七
条
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
軽
易
な
業
務
に
従
事
す
る
者
及
び
断
続
的
労
働
に
従
事
す
る
者
と

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
軽
易
な
業
務
に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
の
同
条
の
許
可
は
、
当
該
労
働
者
の
従
事
す
る
業
務
が
当
該

最
低
賃
金
の
適
用
を
受
け
る
他
の
労
働
者
の
従
事
す
る
業
務
と
比
較
し
て
特
に
軽
易
な
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

最
低
賃
金
の
減
額
の
率

法
第
七
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
率
は
、
次
の
一
か
ら
五
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
一
か
ら
五
ま

で
に
定
め
る
率
以
下
の
率
で
あ
っ
て
、
当
該
者
の
職
務
の
内
容
、
職
務
の
成
果
、
労
働
能
力
、
経
験
等
を
勘
案
し
て
定
め
る

も
の
と
す
る
こ
と
。



一

法
第
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者

当
該
掲
げ
る
者
と
同
一
又
は
類
似
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
で
あ
っ
て
、
減
額
し

よ
う
と
す
る
最
低
賃
金
額
と
同
程
度
以
上
の
額
の
賃
金
が
支
払
わ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
最
低
位
の
能
力
を
有
す
る
も

の
の
労
働
能
率
の
程
度
に
対
す
る
当
該
掲
げ
る
者
の
労
働
能
率
の
程
度
に
応
じ
た
率
を
百
分
の
百
か
ら
控
除
し
て
得
た
率

二

法
第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者

百
分
の
二
十

三

最
低
賃
金
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者

当
該
者
の
所
定
労
働
時
間
の

う
ち
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
行
わ
れ
る
職
業
訓
練
の
時
間
（
使
用
者
が
一
定
の

利
益
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
業
務
の
遂
行
の
過
程
内
に
お
い
て
行
う
職
業
訓
練
の
時
間
を
除
く
。
）
の
一
日
当
た
り
の
平

均
時
間
数
を
当
該
者
の
一
日
当
た
り
の
所
定
労
働
時
間
数
で
除
し
て
得
た
率

四

規
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
軽
易
な
業
務
に
従
事
す
る
者

当
該
軽
易
な
業
務
に
従
事
す
る
者
と
異
な
る
業
務
に

従
事
す
る
労
働
者
で
あ
っ
て
、
減
額
し
よ
う
と
す
る
最
低
賃
金
額
と
同
程
度
以
上
の
額
の
賃
金
が
支
払
わ
れ
て
い
る
も
の

の
う
ち
、
業
務
の
負
担
の
程
度
が
最
も
軽
易
な
も
の
の
当
該
負
担
の
程
度
に
対
す
る
当
該
軽
易
な
業
務
に
従
事
す
る
者
の

業
務
の
負
担
の
程
度
に
応
じ
た
率
を
百
分
の
百
か
ら
控
除
し
て
得
た
率

五

規
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
断
続
的
労
働
に
従
事
す
る
者

当
該
者
の
一
日
当
た
り
の
所
定
労
働
時
間
数
か
ら
一



日
当
た
り
の
実
作
業
時
間
数
を
控
除
し
て
得
た
時
間
数
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数
を
当
該
所
定
労
働
時
間
数

で
除
し
て
得
た
率

第
四

そ
の
他

一

労
働
協
約
に
基
づ
く
地
域
的
最
低
賃
金
の
決
定
の
申
請
等
に
係
る
規
定
を
削
除
等
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
五

施
行
期
日
等

一

こ
の
省
令
は
、
最
低
賃
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

関
係
省
令
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。


